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都市再生街区基本調査による街区基準点の活用について（通知） 

 

今般、国土交通省土地・水資源局国土調査課長から法務省民事局民事第二課長へ、都市再生

街区基本調査の成果として、街区基準点及び街区点補助点測量成果に関する情報の提供があり、

法務省民事局民事第二課長から標記に関する通知（下記）がありましたので送付します。 

今後、分筆等の登記の申請の際には、本趣旨及び不動産登記規則第７７条第１項第７号等の

趣旨を改めて踏まえた上で調査・測量業務を行うことにつき会員への指導方お願いします。 

なお、成果の閲覧については、各法務局及び地方法務局での対応に係るものでありますので、

詳細については、各法務局等と協議されたくお願いします。 

 

記 

 

別添 都市再生街区基本調査による街区基準点の活用について（平成１８年８月１５日付け 

法務省民二第 1795 号連合会長あて法務省民事局民事第二課長通知） 

別紙甲号：都市再生街区基本調査による街区基準点及び街区点補助点測量成果の送付 

について（平成１８年７月１４日付け国土国第 115 号法務省民事局民事第二課長あて国

土交通省土地・水資源局国土調査課長通知） 

別紙乙号： 都市再生街区基本調査による街区基準点の活用について（平成１８年８月１５日付

け法務省民二第 1794 号法務局民事行政部長、地方法務局長あて法務省民事局民事第二課

長通知） 
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